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第
一
号
　
学
校
給
食
費
滞

納
整
理
に
お
け
る
訴
え
の

提
起

◎
債
権
額
：
十
五
万
千
五

百
七
十
八
円

第
二
号
　
香
美
市
立
（
仮

称
）Ａ
保
育
園
建
設
工
事

の
請
負
変
更
契
約
の
締
結

第
三
号
　
市
営
住
宅
の
明

渡
し
及
び
住
宅
使
用
料
の

請
求
に
係
る
訴
え
の
提
起

◎
債
権
額
：
六
十
万
二
千

二
百
円

第
四
号
　
学
校
給
食
費
滞

納
整
理
に
お
け
る
訴
え
の

提
起

◎
債
権
額
：
十
一
万
九
千

二
百
二
十
七
円

第
五
号
　
住
宅
新
築
資
金

等
貸
付
事
業
に
係
る
調
停

に
変
わ
る
決
定

第
六
号
　
損
害
賠
償
の
額

の
決
定
及
び
和
解

◎
市
有
車
で
の
接
触
事
故

第
七
号
　
市
営
黒
土
二
号

団
地
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
建
設
工

事
に
係
る
請
負
変
更
契
約

の
締
結

第
八
号
　
損
害
賠
償
の
額

及
び
和
解

◎
市
有
車
で
の
自
損
事
故

第
九
号
　
電
話
回
線
使
用

料
の
支
払
い
遅
延
に
係
る

遅
延
利
息
の
支
払
い

第
一
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
一
般
会
計
予
算

（
賛
成
多
数
に
て
可
決
）

第
二
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
予
算

第
三
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
公
共
下
水
道
事

業
特
別
会
計
予
算

第
四
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
特
定
環
境
保
全

公
共
下
水
道
事
業
特
別
会

計
予
算

第
五
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計
予
算

第
六
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
老
人
保
健
特
別

会
計
予
算

第
七
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
予
算
（
事
業
勘

定
）

第
八
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
介
護
保
険
特
別

会
計
予
算
（
保
健
事
業
勘

定
）

第
九
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
介
護
保
険
特
別

会
計
予
算
（
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
勘
定
）

第
十
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
予
算

第
十
一
号
　
平
成
二
十
一

年
度
香
美
市
水
道
事
業
会

計
予
算

第
十
二
号
　
平
成
二
十
一

年
度
香
美
市
工
業
用
水
道

事
業
会
計
予
算

第
十
三
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
一
般
会
計
補
正

予
算（
第
五
号
）

第
十
四
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

三
号
）

第
十
五
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
公
共
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）

第
十
六
号

　平
成
二
十
年

度
香
美
市
特
定
環
境
保
全

公
共
下
水
道
特
別
会
計
補

正
予
算（
第
三
号
）

第
十
七
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
老
人
保
健
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
一
号
）

第
十
八
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

四
号
）（
事
業
勘
定
）

第
十
九
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
三
号
）

（
保
健
事
業
勘
定
）

第
二
十
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
二
号
）

（
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
）

第
二
十
一
号
　
平
成
二
十

年
度
香
美
市
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

第
二
十
二
号
　
平
成
二
十

年
度
香
美
市
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）

第
二
十
三
号
　
香
美
市
課

等
設
置
条
例
の
一
部
改
正

第
二
十
四
号
　
香
美
市
営

バ
ス
事
業
に
係
る
施
設
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

第
二
十
五
号
　
香
美
市
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正第
二
十
六
号
　
香
美
市
特

別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

第
二
十
八
号
　
香
美
市
社

会
体
育
基
金
条
例
の
一
部

改
正

第
二
十
九
号
　
香
美
市
地

域
福
祉
基
金
条
例
の
一
部

改
正

第
三
十
号
　
香
美
市
体
育

施
設
条
例
の
一
部
改
正

◎
合
併
に
際
し
、
三
町
村

間
の
現
状
を
引
き
継
ぎ
使

用
料
の
設
定
を
し
て
い
た

が
、
社
会
体
育
施
設
間
の

使
用
料
の
整
合
を
図
る
た

め
改
正
す
る

第
三
十
一
号
　
香
美
市
立

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

使
用
条
例
の
一
部
改
正

◎
セ
ン
タ
ー
事
業
専
用
に

使
用
し
て
い
た
多
目
的
室

等
を
市
民
に
も
利
用
し
て

も
ら
う
た
め
、
使
用
料
を

設
定
す
る

第
三
十
二
号
　
香
美
市
国

民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

改
正

第
三
十
三
号
　
香
美
市
介

護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

第
三
十
四
号
　
香
美
市
健

康
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

◎
健
康
セ
ン
タ
ー
の
指
定

管
理
事
項
に
つ
い
て
の
整

理
及
び
使
用
料
の
改
定
の

た
め

第
三
十
五
号
　
香
美
市
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

◎
昨
今
、
ご
み
収
集
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
て
資
源
ご

み
を
抜
き
取
る
行
為
が
発

生
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
行
為
の
禁
止
規
定
及
び

罰
則
規
定
を
設
け
る
た
め

第
三
十
六
号
　
香
美
市
介

護
従
事
者
処
遇
改
善
臨
時

特
例
基
金
条
例
の
制
定

第
三
十
七
号
　
香
美
市
香

北
の
自
然
公
園
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

制
定

第
三
十
八
号
　
香
美
市
水

道
事
業
審
議
会
条
例
の
制

定第
三
十
九
号
　
香
美
市
住

宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業

特
別
会
計
条
例
の
廃
止

第
四
十
号
　
三
谷
地
区
集

会
所
の
指
定
管
理
者
の
指

定◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
三
谷
地
区
集
会
所
運
営

委
員
会
」

第
四
十
一
号
　
平
山
木
工

所
の
指
定
管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称

「
平
山
地
区
振
興
協
議
会
」

第
四
十
二
号
　
香
北
健
康

セ
ン
タ
ー
セ
レ
ネ
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
株
式
会
社
　
香
北
ふ
る

さ
と
公
社
」

第
四
十
三
号
　
香
美
市
交

流
促
進
施
設
の
指
定
管
理

者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
有
限
会
社
　
ア
ク
テ
ィ

ブ
二
十
一
・
物
部
」

第
四
十
四
号
　
香
美
市
バ

イ
ク
ラ
イ
ダ
ー
交
流
宿
泊

施
設
の
指
定
管
理
者
の
指

定◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
有
限
会
社
　
ア
ク
テ
ィ

ブ
二
十
一
・
物
部
」

第
四
十
五
号
　
香
美
市

ピ
ー
ス
フ
ル
セ
レ
ネ
の
指

定
管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
株
式
会
社
　
香
北
ふ
る

さ
と
公
社
」

第
四
十
六
号
　
香
美
市
日

ノ
御
子
河
川
公
園
キ
ャ
ン

プ
場
の
指
定
管
理
者
の
指

定◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
株
式
会
社
　
香
北
ふ
る

さ
と
公
社
」

第
四
十
七
号
　
香
美
市
香

長
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
定
管

理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
香
長
学
童
ク
ラ
ブ
運
営

委
員
会
」

第
四
十
八
号
　
香
美
市
く

じ
ら
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
く
じ
ら
学
童
ク
ラ
ブ
運

営
委
員
会
」

第
四
十
九
号
　
香
美
市
め

だ
か
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
め
だ
か
学
童
ク
ラ
ブ
運

営
委
員
会
」

第
五
十
号
　
香
美
市
た
け

の
こ
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
た
け
の
こ
学
童
ク
ラ
ブ

運
営
委
員
会
」

第
五
十
一
号
　
香
美
市
う

ぐ
い
す
児
童
ク
ラ
ブ
の
指

定
管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
う
ぐ
い
す
学
童
ク
ラ
ブ

運
営
委
員
会
」

第
五
十
二
号
　
香
美
市
か

た
じ
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
か
た
じ
学
童
ク
ラ
ブ
運

営
委
員
会
」

第
五
十
三
号
　
香
美
市
大

宮
小
学
校
児
童
ク
ラ
ブ
の

指
定
管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
大
宮
小
学
校
児
童
ク
ラ

ブ
運
営
委
員
会
」

第
五
十
四
号
　
香
美
市
も

ん
べ
え
ク
ラ
ブ
の
指
定
管

理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
も
ん
べ
え
ク
ラ
ブ
運
営

委
員
会
」

第
五
十
五
号
　
香
美
市
や

な
せ
た
か
し
記
念
館
ア
ン

パ
ン
マ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
指
定
管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
財
団
法
人
ア
ン
パ
ン
マ
ン

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
振
興
財
団
」

第
五
十
六
号
　
香
美
市
や

な
せ
た
か
し
記
念
館
詩
と

メ
ル
ヘ
ン
絵
本
館
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
財
団
法
人
ア
ン
パ
ン
マ
ン

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
振
興
財
団
」

第
五
十
七
号
　
南
国
市
と

香
美
市
と
の
境
界
変
更

◎
土
生
川
河
川
工
事
が
平

成
二
十
二
年
三
月
に
完
成

す
る
の
を
機
に
、
両
市
の

境
界
を
明
確
に
す
る
た
め

第
五
十
八
号
　
香
美
市
土

地
開
発
公
社
定
款
の
一
部

改
正

（
以
上
全
員
賛
成
に
て
可

決
）

第
五
十
九
号
　
債
権
放
棄

（
賛
成
多
数
に
て
可
決
）

第
六
十
号
　
市
道
の
路
線

の
変
更

第
六
十
一
号
　
香
美
市
児

童
ク
ラ
ブ
設
置
条
例
の
一

部
改
正

◎
く
じ
ら
児
童
ク
ラ
ブ
及

び
め
だ
か
児
童
ク
ラ
ブ
の

位
置
を
旧
山
田
保
育
園
跡

に
変
更
す
る
た
め

第
六
十
二
号
　
香
美
市
支

所
及
び
出
張
所
設
置
条
例

の
一
部
改
正

第
六
十
三
号
　
平
成
二
十

年
度
香
美
市
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
六
号
）

（
以
上
全
員
賛
成
に
て
可

決
）

第
一
号
　
市
道
大
平
大
法

寺
線
の
改
良
工
事

（
継
続
審
査
と
な
る
）

第
一
号
　
香
美
市
教
育
委

員
会
委
員
の
任
命

◎
氏
名
　
川
村
利
明

第
二
号
、三
号
、五
号
　
香

美
市
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
の
選
任

◎
氏
名
　
前
田
巧
・
松
村

幸
生
・
鈴
江
章
宏

（
以
上
全
員
賛
成
に
て
同

意
）

第
一
号
　
地
方
の
道
路
整

備
の
着
実
な
推
進
を
求
め

る
意
見
書

第
二
号
　
乳
幼
児
医
療
助

成
制
度
を
国
の
制
度
と
し

て
創
設
す
る
よ
う
求
め
る

意
見
書

（
以
上
全
員
賛
成
に
て
採

択
）

第
三
号
　
保
育
制
度
改
革

に
関
す
る
意
見
書

第
四
号
　
派
遣
切
り
中

止
、若
者
雇
用
の
正
規
化
、

労
働
者
派
遣
法
の
抜
本
的

改
正
を
求
め
る
意
見
書

（
以
上
賛
成
少
数
に
て
不

採
択
）

第
五
号
　
日
本
の
農
業
を

守
る
た
め
Ｗ
Ｔ
Ｏ
議
長
案

を
拒
否
す
る
よ
う
求
め
る

意
見
書

（
全
員
賛
成
見
て
採
択
）

審
査
し
た
議
案

専
決
処
分
の
報
告

　議

　案

　請

　願

 
意
見
書
案

　同

　意
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第
一
号
　
学
校
給
食
費
滞

納
整
理
に
お
け
る
訴
え
の

提
起

◎
債
権
額
：
十
五
万
千
五

百
七
十
八
円

第
二
号
　
香
美
市
立
（
仮

称
）Ａ
保
育
園
建
設
工
事

の
請
負
変
更
契
約
の
締
結

第
三
号
　
市
営
住
宅
の
明

渡
し
及
び
住
宅
使
用
料
の

請
求
に
係
る
訴
え
の
提
起

◎
債
権
額
：
六
十
万
二
千

二
百
円

第
四
号
　
学
校
給
食
費
滞

納
整
理
に
お
け
る
訴
え
の

提
起

◎
債
権
額
：
十
一
万
九
千

二
百
二
十
七
円

第
五
号
　
住
宅
新
築
資
金

等
貸
付
事
業
に
係
る
調
停

に
変
わ
る
決
定

第
六
号
　
損
害
賠
償
の
額

の
決
定
及
び
和
解

◎
市
有
車
で
の
接
触
事
故

第
七
号
　
市
営
黒
土
二
号

団
地
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
建
設
工

事
に
係
る
請
負
変
更
契
約

の
締
結

第
八
号
　
損
害
賠
償
の
額

及
び
和
解

◎
市
有
車
で
の
自
損
事
故

第
九
号
　
電
話
回
線
使
用

料
の
支
払
い
遅
延
に
係
る

遅
延
利
息
の
支
払
い

第
一
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
一
般
会
計
予
算

（
賛
成
多
数
に
て
可
決
）

第
二
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
予
算

第
三
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
公
共
下
水
道
事

業
特
別
会
計
予
算

第
四
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
特
定
環
境
保
全

公
共
下
水
道
事
業
特
別
会

計
予
算

第
五
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計
予
算

第
六
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
老
人
保
健
特
別

会
計
予
算

第
七
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
予
算
（
事
業
勘

定
）

第
八
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
介
護
保
険
特
別

会
計
予
算
（
保
健
事
業
勘

定
）

第
九
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
介
護
保
険
特
別

会
計
予
算
（
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
勘
定
）

第
十
号
　
平
成
二
十
一
年

度
香
美
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
予
算

第
十
一
号
　
平
成
二
十
一

年
度
香
美
市
水
道
事
業
会

計
予
算

第
十
二
号
　
平
成
二
十
一

年
度
香
美
市
工
業
用
水
道

事
業
会
計
予
算

第
十
三
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
一
般
会
計
補
正

予
算（
第
五
号
）

第
十
四
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

三
号
）

第
十
五
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
公
共
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）

第
十
六
号

　平
成
二
十
年

度
香
美
市
特
定
環
境
保
全

公
共
下
水
道
特
別
会
計
補

正
予
算（
第
三
号
）

第
十
七
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
老
人
保
健
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
一
号
）

第
十
八
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

四
号
）（
事
業
勘
定
）

第
十
九
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
三
号
）

（
保
健
事
業
勘
定
）

第
二
十
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算（
第
二
号
）

（
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
）

第
二
十
一
号
　
平
成
二
十

年
度
香
美
市
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

第
二
十
二
号
　
平
成
二
十

年
度
香
美
市
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）

第
二
十
三
号
　
香
美
市
課

等
設
置
条
例
の
一
部
改
正

第
二
十
四
号
　
香
美
市
営

バ
ス
事
業
に
係
る
施
設
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

第
二
十
五
号
　
香
美
市
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正第
二
十
六
号
　
香
美
市
特

別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

第
二
十
八
号
　
香
美
市
社

会
体
育
基
金
条
例
の
一
部

改
正

第
二
十
九
号
　
香
美
市
地

域
福
祉
基
金
条
例
の
一
部

改
正

第
三
十
号
　
香
美
市
体
育

施
設
条
例
の
一
部
改
正

◎
合
併
に
際
し
、
三
町
村

間
の
現
状
を
引
き
継
ぎ
使

用
料
の
設
定
を
し
て
い
た

が
、
社
会
体
育
施
設
間
の

使
用
料
の
整
合
を
図
る
た

め
改
正
す
る

第
三
十
一
号
　
香
美
市
立

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

使
用
条
例
の
一
部
改
正

◎
セ
ン
タ
ー
事
業
専
用
に

使
用
し
て
い
た
多
目
的
室

等
を
市
民
に
も
利
用
し
て

も
ら
う
た
め
、
使
用
料
を

設
定
す
る

第
三
十
二
号
　
香
美
市
国

民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

改
正

第
三
十
三
号
　
香
美
市
介

護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

第
三
十
四
号
　
香
美
市
健

康
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

◎
健
康
セ
ン
タ
ー
の
指
定

管
理
事
項
に
つ
い
て
の
整

理
及
び
使
用
料
の
改
定
の

た
め

第
三
十
五
号
　
香
美
市
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

◎
昨
今
、
ご
み
収
集
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
て
資
源
ご

み
を
抜
き
取
る
行
為
が
発

生
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
行
為
の
禁
止
規
定
及
び

罰
則
規
定
を
設
け
る
た
め

第
三
十
六
号
　
香
美
市
介

護
従
事
者
処
遇
改
善
臨
時

特
例
基
金
条
例
の
制
定

第
三
十
七
号
　
香
美
市
香

北
の
自
然
公
園
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

制
定

第
三
十
八
号
　
香
美
市
水

道
事
業
審
議
会
条
例
の
制

定第
三
十
九
号
　
香
美
市
住

宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業

特
別
会
計
条
例
の
廃
止

第
四
十
号
　
三
谷
地
区
集

会
所
の
指
定
管
理
者
の
指

定◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
三
谷
地
区
集
会
所
運
営

委
員
会
」

第
四
十
一
号
　
平
山
木
工

所
の
指
定
管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称

「
平
山
地
区
振
興
協
議
会
」

第
四
十
二
号
　
香
北
健
康

セ
ン
タ
ー
セ
レ
ネ
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
株
式
会
社
　
香
北
ふ
る

さ
と
公
社
」

第
四
十
三
号
　
香
美
市
交

流
促
進
施
設
の
指
定
管
理

者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
有
限
会
社
　
ア
ク
テ
ィ

ブ
二
十
一
・
物
部
」

第
四
十
四
号
　
香
美
市
バ

イ
ク
ラ
イ
ダ
ー
交
流
宿
泊

施
設
の
指
定
管
理
者
の
指

定◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
有
限
会
社
　
ア
ク
テ
ィ

ブ
二
十
一
・
物
部
」

第
四
十
五
号
　
香
美
市

ピ
ー
ス
フ
ル
セ
レ
ネ
の
指

定
管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
株
式
会
社
　
香
北
ふ
る

さ
と
公
社
」

第
四
十
六
号
　
香
美
市
日

ノ
御
子
河
川
公
園
キ
ャ
ン

プ
場
の
指
定
管
理
者
の
指

定◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
株
式
会
社
　
香
北
ふ
る

さ
と
公
社
」

第
四
十
七
号
　
香
美
市
香

長
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
定
管

理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
香
長
学
童
ク
ラ
ブ
運
営

委
員
会
」

第
四
十
八
号
　
香
美
市
く

じ
ら
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
く
じ
ら
学
童
ク
ラ
ブ
運

営
委
員
会
」

第
四
十
九
号
　
香
美
市
め

だ
か
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
め
だ
か
学
童
ク
ラ
ブ
運

営
委
員
会
」

第
五
十
号
　
香
美
市
た
け

の
こ
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
た
け
の
こ
学
童
ク
ラ
ブ

運
営
委
員
会
」

第
五
十
一
号
　
香
美
市
う

ぐ
い
す
児
童
ク
ラ
ブ
の
指

定
管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
う
ぐ
い
す
学
童
ク
ラ
ブ

運
営
委
員
会
」

第
五
十
二
号
　
香
美
市
か

た
じ
児
童
ク
ラ
ブ
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
か
た
じ
学
童
ク
ラ
ブ
運

営
委
員
会
」

第
五
十
三
号
　
香
美
市
大

宮
小
学
校
児
童
ク
ラ
ブ
の

指
定
管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
大
宮
小
学
校
児
童
ク
ラ

ブ
運
営
委
員
会
」

第
五
十
四
号
　
香
美
市
も

ん
べ
え
ク
ラ
ブ
の
指
定
管

理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
も
ん
べ
え
ク
ラ
ブ
運
営

委
員
会
」

第
五
十
五
号
　
香
美
市
や

な
せ
た
か
し
記
念
館
ア
ン

パ
ン
マ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
指
定
管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
財
団
法
人
ア
ン
パ
ン
マ
ン

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
振
興
財
団
」

第
五
十
六
号
　
香
美
市
や

な
せ
た
か
し
記
念
館
詩
と

メ
ル
ヘ
ン
絵
本
館
の
指
定

管
理
者
の
指
定

◎
指
定
管
理
者
の
名
称
　

「
財
団
法
人
ア
ン
パ
ン
マ
ン

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
振
興
財
団
」

第
五
十
七
号
　
南
国
市
と

香
美
市
と
の
境
界
変
更

◎
土
生
川
河
川
工
事
が
平

成
二
十
二
年
三
月
に
完
成

す
る
の
を
機
に
、
両
市
の

境
界
を
明
確
に
す
る
た
め

第
五
十
八
号
　
香
美
市
土

地
開
発
公
社
定
款
の
一
部

改
正

（
以
上
全
員
賛
成
に
て
可

決
）

第
五
十
九
号
　
債
権
放
棄

（
賛
成
多
数
に
て
可
決
）

第
六
十
号
　
市
道
の
路
線

の
変
更

第
六
十
一
号
　
香
美
市
児

童
ク
ラ
ブ
設
置
条
例
の
一

部
改
正

◎
く
じ
ら
児
童
ク
ラ
ブ
及

び
め
だ
か
児
童
ク
ラ
ブ
の

位
置
を
旧
山
田
保
育
園
跡

に
変
更
す
る
た
め

第
六
十
二
号
　
香
美
市
支

所
及
び
出
張
所
設
置
条
例

の
一
部
改
正

第
六
十
三
号
　
平
成
二
十

年
度
香
美
市
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
六
号
）

（
以
上
全
員
賛
成
に
て
可

決
）

第
一
号
　
市
道
大
平
大
法

寺
線
の
改
良
工
事

（
継
続
審
査
と
な
る
）

第
一
号
　
香
美
市
教
育
委

員
会
委
員
の
任
命

◎
氏
名
　
川
村
利
明

第
二
号
、三
号
、五
号
　
香

美
市
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
の
選
任

◎
氏
名
　
前
田
巧
・
松
村

幸
生
・
鈴
江
章
宏

（
以
上
全
員
賛
成
に
て
同

意
）

第
一
号
　
地
方
の
道
路
整

備
の
着
実
な
推
進
を
求
め

る
意
見
書

第
二
号
　
乳
幼
児
医
療
助

成
制
度
を
国
の
制
度
と
し

て
創
設
す
る
よ
う
求
め
る

意
見
書

（
以
上
全
員
賛
成
に
て
採

択
）

第
三
号
　
保
育
制
度
改
革

に
関
す
る
意
見
書

第
四
号
　
派
遣
切
り
中

止
、若
者
雇
用
の
正
規
化
、

労
働
者
派
遣
法
の
抜
本
的

改
正
を
求
め
る
意
見
書

（
以
上
賛
成
少
数
に
て
不

採
択
）

第
五
号
　
日
本
の
農
業
を

守
る
た
め
Ｗ
Ｔ
Ｏ
議
長
案

を
拒
否
す
る
よ
う
求
め
る

意
見
書

（
全
員
賛
成
見
て
採
択
）

審
査
し
た
議
案

専
決
処
分
の
報
告
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意
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案

　同

　意


